
 

高知市立龍馬の生まれたまち記念館指定管理者審査委員会における審査結果について 

 

１ 対象施設等 

   名    称  高知市立龍馬の生まれたまち記念館 

   指定予定期間  令和４年４月１日から令和７年３月 31日まで（３年間） 

 

２ 申請団体数    ３団体 

 

３ 審査 

 ⑴ 審査委員会開催日 

   第１回審査委員会  令和３年 10月 14日（木）  審査方法等事前説明 

   第２回審査委員会  令和３年 10月 29日（金）  申請団体面接及び書類審査 

 ⑵ 審査方法 

   申請団体から提出された書類の審査及び団体ごとの面接を実施し，高知市公の施設に係る

指定管理者の指定手続等に関する条例（平成 17 年条例第 69 号）第４条の規定による選定基

準に基づき７名の審査委員が採点を行い，得点を合計した。 

 ⑶ 審査結果 

   総得点  シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 976点（1400点満点） 

   主な評価内容 

     坂本龍馬とそのゆかりの先人を顕彰するとともに，龍馬を愛する人々が交流し，及び

市民が龍馬の生まれ育ったまちへの愛着と誇りをもって地域活動を推進する場を提供す

ることにより，観光の振興及び豊かな地域社会の形成に寄与するという施設の設置目的

に沿った事業運営に期待する。 

     新型コロナウイルス感染症等の影響により入館者数が減少している状況ではあるが，

類似施設運営のノウハウ等を十分に発揮していただき，県内外を問わず坂本龍馬関連施

設や団体等との連携とともに，龍馬の生まれたまちに根ざした地域活動に対して積極的

支援をお願いする。 

 

【高知市立龍馬の生まれたまち記念館指定管理者審査委員会 審査集計表】 

高知市公の施設に係る指

定管理者の選定手続等に

関する条例第４条（指定

候補者の選定等） 

評 価 項 目 
配点 

(満点) 

シダックス大新

東ヒューマンサ

ービス株式会社 

Ａ Ｂ 

指定施設の運営方法が，

市民等の平等な利用を確

保することができるもの

であること 

１ 利用者の平等確保

と要望の把握及び反映 
140 99 82 83 

指定施設の設置の目的に

照らし，その管理を効率

的かつ効果的に行うこと

ができるものであること 

２ 事業計画 420 298 271 241 

指定施設の管理を適確に

遂行するに足りる人的構

成及び財産的基礎を有す

るものであること 

３ 事業者概要 

４ 運営体制 

５ 施設維持管理 

６ 利用者等の安全確

保 

280 191 152 146 

収支予算書の内容が，施

設の管理経費の縮減が図

られるものであること 

７ 収支状況 280 187 147 136 

個人情報の取扱いを適正

に行う体制が整備されて

いること 

８ 個人情報の保護 70 50 43 43 

市長等が施設の性質又は

目的に応じて定める基準 

９ 政策・施策推進 

10 地域経済への貢献 
210 151 147 139 

合         計 1,400 976 842 788 



４ 審査委員会委員                             （敬称省略） 

 所属団体・役職名 氏 名 

委 員 長 高知市総務部副部長 谷脇 由人 

副委員長 高知市財務部副部長 澤村 素志 

委  員 

高知市商工観光部副部長 山脇 弘道 

公益財団法人高知県文化財団高知県立坂本龍馬記念館学芸課長 前田 由紀枝 

上町地区民生委員児童委員協議会会長 公文 康俊 

高知ＳＧＧ善意通訳クラブ会長 木下 くみ子 

四国税理士会高知支部税理士 西本 和男 

 


